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けが埋め込まれている。具体的には自転車やジョギング専用レーンの設置、自然空間を楽

しむことができる散策路、健康公園・スポーツパーク、コミュニケーションカフェといっ

た構造的な仕掛けづくりの検討が同時に進行している。柏の葉キャンパスシティが持つ豊

かな自然、地域健康資源をフルに活用するハード面での工夫がなされる。 
また、包括的予防拠点として、健康・介護予防に対する医学的アプローチとともに、「口

腔ケア」と栄養サポートを核として多世代の健康維持・増進を図る戦略を打ち出している

ところに特徴がある。先行研究においても口腔ケアと介護予防の関係が指摘され、厚生労

働省と日本歯科医師会では 80 歳までにおいて 20 本の歯を維持する「8020 運動」を呼び

かけている（Yoneyama et al.[1999]、Yoshino et al.[2001]）。一般に健康や介護予防に関

わる事業では医学面に注目する場合が多いが、「健康長寿都市」ではそれに加え、予防歯科

に力を入れる大規模歯科診療所を整備することで柏の葉キャンパスシティやその周辺地域

の子供から高齢者までの健康を守る拠点に位置付ける。このほか、健康に関わる「食」や

「交流」を意識した「マルシェ・コロール」（産地直売市場）、運動生理学に基づいた「は

っぱっぱ体操」など、市民レベルでの健康活動にも積極的に取り組んでいる。 
また、2008 年には千葉県、柏市、東京大学と千葉大学による「柏の葉国際キャンパスタ

ウン構想」が発表され、さまざまな社会実験が展開されている。例えば、千葉大学予防医

学センターを中心に「柏の葉 PJ」で導入される PHR（Personal Health Record：個人の

医療健康情報）は、参加者が自由に自己のデータにアクセスして健康管理に役立てること

ができ、蓄積された情報が医師や看護師、介護師、栄養士との連携にも機能し、地域の中

で居住者の健康を守る仕組みが構築される。2009 年には東京大学の高齢社会総合研究機構

を拠点として企業 49 社が参画して Aging in Place を実現する社会実験も始まり、住みな

れた環境で高齢期に質の高い充実した暮らしを享受できる仕組みづくりも進む。 
 
②緩やかなソーシャルビジネスでまちを支える

超高齢時代にはそうした都市の構造的なインフラ整備だけでなく、人のネットワークが

重要になるともいわれている。秋山[2011]はいくつかあるまちづくりの主要な領域の中に、

人とのつながりや就労・社会参加・生きがいを挙げる。とりわけ高齢人口が多くを占める

社会は帰属組織を持たず、社会的つながりの希薄な個人の集合体であるといっても過言で

はない。俗に言う井戸端会議にも象徴されるように、女性は比較的年齢の若い時期から地

域とのつながりを形成してきた。他方、男性、企業戦士と言われてきたサラリーマンを中

心に定年を迎えて地域の希薄な人間関係の課題が顕在化し、廃用性症候群が問題になるこ

とが指摘されている（秋山[2011]参照）21。「柏の葉 PJ」ではそうした課題も意識し、健

康づくりとソーシャルビジネスをつなぐことにも挑戦している。 
人生 90 年の時代が到来し、障害なく自立的に生活可能な期間を延長するため、健康づ

くりや介護予防の重要性が増している。「柏の葉 PJ」関係者はここに 1 つ大きなジレンマ

があると指摘する。健康や介護予防に積極的に取り組む高齢者はもともと意識も高く、社

会参加にも意欲的である。つまり、自らの行動によって心身ともに健康な条件を整えてい 

                                                 
21 「廃用性症候群」とは筋委縮や筋力低下、無意欲などの諸症状で、身体機能的には本来寝たきり

になる必要のない人が室内に引きこもり、身体を動かさずにして過ごすうちに身体機能を低下させ

て寝たきりの状態に陥ってしまうこと。 
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る。他方、自己の健康や介護予防に関心の乏しい人々については運動不足や引きこもりと

いった問題を抱える。これは健康に対する取り組みの必要性が高い人ほど社会的なつなが

りのある活動から足が遠のいていることを意味している。 
とりわけ、男性については世帯形成期、子育て期には家計の担い手として所得を得るこ

とが就労の主たる目的となる場合が多く、否応なく長時間通勤も選択せざるを得ない。し

かし、定年年齢に達してからはある程度その役割を終え、個々が社会とのつながりや人生

の満足感を得るための就労へとシフトすることもできる。当然のことながら加齢による身

体機能の衰えも意識した働き方へと変化し、地域の中に帰属する場を求めることも選択肢

となり得る。そのため、「柏の葉 PJ」では高齢者をはじめ地域の人々と有償の社会参加（生

きがい）をつなぐ、緩やかなソーシャルビジネスを進めるプラットホームづくりにも積極

的である（図表 4－7 参照）。例えば、疾病・介護予防拠点で受講した知識を自らの予防に

活かすとともに、地域の虚弱高齢者のサポーターとして支援する側にまわり、ビジネス機

会へとつなげる。コミュニティレストラン、子育てや介護支援、生活サポートや緑地管理

など、地域が抱える課題解決に新たな需要を見出す、ニッチ市場での活躍がこれからの高

齢者には求められる。 
 かつて高齢者は若者世代に支えられて余生を楽しむのが晩年のライフスタイルのあり方

と認識されてきた。しかし、次世代は若年世代よりも規模の大きな高年齢世代が社会の中

心となり、緩やかなビジネス関係を通じて互いに支え合い、質の高い生活環境の実現を図

ることが期待される。 
 
（2）まちづくり会社と中心市街地再編－高松丸亀町商店街の事例－ 

 
①中心市街地衰退の危機と再生

ここで注目する高松丸亀町商店街（以下「丸亀町商店街」とする。）は、人口 42 万人の

超高齢社会協働支援プラットフォ－ム
【場所、システム（ICT、運用基準）、フォロー体制】

•タクシーを使った、一人で病院に行けない人の付き添い
•風呂など水回りの清掃
•出張栄養シェフ
•洗濯サービス
•夏場の草むしり
•話し相手
•省エネ相談
（電球型蛍光灯やＬＥＤへの買い替え、ガス乾燥機など）

•震災時の手助け
（但し、サービス提供者自身に余裕がある場合）

•振り込め詐欺のような不審電話を受けた際の相談

•体調不良の際のペットの散歩
•体調不良の際の庭木への水やり
•外出時の施錠確認
•外出時のペットへの餌・水やり
•薬の受け取り代行（ご自身、ペット）

栄養十分のコミュニティレストラン
ワンディシェフ・レストラン
（高齢者サービスにもなる）

リフォーム
資産運用・管理
成年後見人、法律相談

困り事サービス

緊急時の支援 －
継続的サービス利用者に対して無償

一般生活者も助かるサ－ビス

地域でのサ－ビス

専門性の高いサ－ビス

持続性と広がり

図表4－7 高齢者向け（有償の）ソーシャルビジネス 

出所：三井不動産株式会社提供資料より転載 
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図表4－8 高松市中心市街地 

出所：高松丸亀町商店街ＨＰより転載 

香川県高松市の中心市街地を支えている。この商店街は約 400 年以上の歴史を持ち、JR
高松駅から徒歩 15 分の利便性の高い好立地条件のもと十分な規模の売り上げを誇ってい

た22。しかし、1988 年に本州四国連絡橋の児島坂出ルート（通称：瀬戸大橋）の開通を契

機に、都市の郊外化も手伝って郊外型大型ショッピングセンター（以下、「郊外 SC」とす

る。）の出店が加速し、丸亀町商店街にも厳しい競争の波が押し寄せた。 
一般にシャッターの下りたままの店舗が目につくようになる、人通りが乏しくなるとい

った状態に陥ってから打開策を議論し始めるところが多い。丸亀町が再生の議論を始めた

1990 年前後のわが国は、バブル経済期の渦中にあり、好景気にも助けられて表向きには中

心市街地の衰退を危惧する状況にはなかっ

たはずである。それにも関わらず、その当

時、100 年後の 500 年祭を見据え、丸亀町

商店街では人口減少や少子・高齢化という

避け難い現実を前に商店街、住民自らが持

続可能なまちづくりに着手した。活動が始

まって間もなく、他の中心市街地と同様に

次々と出店する郊外 SC に押されて通行量、

年間販売額ともに 4 割以上落ち込み、懸念

していたことが顕在化することになった23。 
 既知のとおり、中心市街地再生は全国各

地の商店街で取り組まれているが、その多

くは商業振興の域を出るものではない。他

方、丸亀町商店街は城下町として栄えたか

つての都市中心部の再興を目的とし、それ

を実現するための再開発事業を展開する。

地方都市特有の車依存社会は超高齢時代に

は適さない。ここでは将来的には徒歩でも

快適な生活環境の実現、コンパクトシティ

こそが居住者（＝消費者）の支持を得られ

る都市構造であるとの問題意識のもと新し

い手法を取り入れた先進的な改革を進めて

いる。 
以下では、丸亀町商店街の A 街区（都市再生特別地区）の再開発事業で行われている再

生事業スキームとタウンマネジメントについて注目する。 
 

②継続的に進化するまちづくりの手法

商店街の課題とその克服

西郷[1999b]は、衰退傾向のある商店街では（ⅰ）業種構成が偏在し、（ⅱ）空間の魅力

および活動拠点となるコミュニティ施設が乏しくなり、（ⅲ）居住人口の減少、（ⅳ）不動

                                                 
22 丸亀町商店街は全長 470ｍ、面積約 4ha、商圏人口 56 万人規模を持つ。 
23 西郷[1999a]参照。 
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産賃貸業化した商店主の増加、（ⅴ）高家賃、新規参入の困難性、などが共通した課題とし

て浮上することを指摘する。これらの要因が中心市街地にシャッター店舗を増殖させ、新

陳代謝を阻害するという。市場の基本である消費者のニーズを顧みずに商売は成立しない

という丸亀町商店街振興組合理事長の言葉どおり、そうした商店街では消費者が購入した

い財・サービスが乏しくなり、客足が途絶えることにつながる。 
丸亀町商店街ではこれらの課題を克服するため、市場機能を活かしながら中心市街地が

住民（＝消費者）ニーズに対応可能な状態を保ち、それを継続させることができる仕組み

を構築する。 
 

基本スキーム 1－土地の所有権と利用権の分離－

不動産賃貸業化した商店主はかつての勢い盛んな事業意欲を喪失し、経済合理性に基づ

く意思決定がないままに資源利用が非効率な状況で放置されることが指摘されている（西

郷[1999b]参照）。それが商店街の衰退を招く要因であり、多くのシャッター街を作る元凶

になっている。この課題を克服するスキームが土地の所有権と利用権の分離システムで、

丸亀町商店街の再開発事業の最大の特徴であるといわれる。 
これまで中心市街地のように地価が高いケースでは、開発のための土地購入によって総

事業費が膨れ上がり、事業が立ち行かなくなることがしばしば経験された。そのため、コ

スト圧縮をねらって空中開発を盛んに行い、建物が高度化していることは既知のとおりで

ある。しかし、結果としてそれが開発主体の経営リスクを高める原因となってきたとも考

えられる。そこで、丸亀町商店街では地価を総事業費に反映させないことを決め、土地を

購入しない定期借地権制度の活用で今回の再開発事業に乗り出している。 
この仕組みは、まず地権者が共同出資会社を設立し、およそ 60 年の定期借地契約を締

結する24。その際、地権者は共同出資会社に自らの土地の管理を委ねることで賃料（配当）

を払い受け、建設した再開発ビルの管理・運営業務をまちづくり会社に委託する（図表 4
－9 参照）25。これにより、通常であれば土地の購入費が影響して 200 億円以上を要する

総事業費が 70 億円にまで抑えられ、大幅なコスト圧縮に成功している26。 
定期借地契約では土地の所有権を手放すことなく、建物の利用権のみをまちづくり会社

に移譲しており、実質的には地権者の土地の所有権と土地・建物の利用権を切り離した状

態ができあがる。大型商業施設内のテナントとは異なり、商店街は個々の経営者（店主）

の集合体である。当然のことながら、店舗立地の移動をともなうゾーニング、各店が提供

する財・サービスを選定（決定）することは不可能であり、いつしか商店街の店舗構成が

消費者のニーズとの乖離を生む。今回のスキームではまちづくり会社が利用権の委託を受

けることで商店街におけるゾーニングやテナントミックスが可能となり、エリア全体の利

便性や快適性の向上の具現化に寄与している。 

                                                 
24 定期借地契約では土地を貸す際に予め期間を定め、その終了時には確実に契約関係が消滅し、更

地の状態に戻して貸主に返還される（一般定期借地権）。 
25 詳細は財団法人地域総合整備財団 HP（ http://www.furusato-zaidan.or.jp/）参照。 
26 この恩恵はまちづくり会社だけなく、入居するテナント、同エリアで販売されている分譲マンシ

ョン（定期借地権付き）にも波及し、通常であれば 3,500 万円以上の価格帯であった住宅が 1,500
万円ちかく安い価格で供給されている。 
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それと同時にこの仕組みのもとでは地権者も事業継承者の問題やバブル期に土地を巡

って抱えることになった多額の債務清算を進めることもでき、地権者、商店街の双方にと

って望ましい形態が実現する。 
 
基本スキーム 2－まちづくり株式会社による一元的マネジメント－

丸亀町商店街の再開発事業においてもう 1 つ重要な点は、「高松丸亀町まちづくり株式

会社（以下、「丸亀町まちづくり会社」とする。）」を設立し、商店街全体をマネジメントす

る仕組みを導入していることにある。丸亀町商店街はこの株式会社のもとで実施する再開

発事業のコーディネート、適切なゾーニング、業種構成の改善など一元的な調整を行い、

無駄のない効率的な資源利用を進める。開発に際しては、商店街全体に地区計画がかけら

れており、街区ごとに特徴を出しながらもデザインコードやセットバック、高さなどの規

定のもと全体の調和が崩れることはない。 
丸亀町まちづくり会社は 1998 年度に設立され、資本金を 1 億円とする第 3 セクターで

あるが、地元高松市の出資を 500 万円、全体のわずか 5％に抑えることで公的部門の関与

を最小限にし、丸亀町商店街に関わる住民を中心に設立・運営されている27。丸亀町商店

街は 7 つの街区（A 街区～G 街区）で構成される。A 街区では共同出資会社が設立され、

再開発ビルの管理・運営を一手に丸亀町まちづくり会社で担っている。会社組織は株式会

社形態とし、外部から人材を招聘、各分野のエキスパートが再開発ビルの管理・経営をは

じめ、優れたマネジメントのもとでの業種偏在の解消、情報発信やイベント、住民（消費

者）が求める機能のコーディネートなどを手掛けている。例えば、A 街区には商店街のシ

ンボルともいえるドーム広場と高級ブランドショップ、分譲マンションが、C 街区には高

                                                 
27 株式の 90％以上を高松丸亀町商店街振興組合が保有する。詳細は高松丸亀町商店街 HP
（http://kame3.jp/union/machi.php）参照。 

図表4－9丸亀町商店街Ａ街区の基本スキームイメージ図 

出所：財団法人地域総合整備財団 HP 

高松丸亀町壱番街

高松丸亀町壱番街株式会社
（共同出資会社）

高松丸亀町まちづくり株式会社

高松丸亀町商店街振興組合

出資

マネジメント委託

保留床取得/一括賃借

地権者

一部出店

設立

賃料/配当
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齢化、在宅医療を考慮し、町の医療を支えるユニークな診療所が整備されている28。今後

も各街区ではそれぞれのコンセプトのもとでのまちづくりを進めながら、介護施設や訪問

看護ステーションなども組み入れ、トータルで次世代に求められる都市機能を配置する構

想である。 
丸亀町まちづくり会社は全体の空間的魅力を高めながら町の活性化を追求し、撤退や採

用といったテナントの選択権を含めた全権が一任されている。一方で、その関係者には出

資者への利益還元を含めた厳しい結果責任が課されている。消費者のニーズに応じられな

いテナントは商店街全体の活性化にマイナスの影響を及ぼし、丸亀町まちづくり会社が追

求する理想的なテナントミックスの実現と乖離する原因となる。したがって、店主が地権

者であっても他のテナントと同様に基準とする売上げを下回ることになればテナントの撤

退を求められる。 
ここでは、地権者は劣後配当方式で定期借地契約を締結するとともに、自らの出資する

共同出資会社は丸亀町まちづくり会社の株主にもなっている。つまり、まちづくり会社、

テナント、地権者、まち全体が一体となって丸亀町商店街の価値を高める責任と失敗のリ

スクを負うスキームが組まれており、それぞれが市場の洗礼を受けながら地域の力で稼ぎ

出すというスタイルが持続可能性を確保することにつながると考えられている。 
 
持続可能性を高める投資

さらに、地域の再開発で得た利益を新たな事業に投資し、循環させていくための特定目

的会社（SPC）の設立も行っている。設立計画段階では小口化を図ることで丸亀町に関わ

る住民が誰でも投資でき、まちづくりに参画可能な仕組みを検討していたが、少人数私募

債は勧誘対象先を 50 人未満とする規定があり、現段階では商店街関係者の出資により支

えられている。この資金は相続等の発生や土地の転売が生じた場合にまちづくり会社が優

先的にその土地の取得を行うことで外部への流出を防ぎ、スキームの維持を可能とするた

めのものである。さらに、将来的には権利者からの権利床などの取得も進めることにより、

まちづくり会社が大部分を所有する施設へと転換し、権利関係がクリアなものになること

も見込んでいる（西郷[1999a]）。 
 また、今回の再開発事業において公的な補助金が果たした役割は大きいものであったと

いう。単に補助金が効率性の悪い店舗を生きながらえさせるために投じられたとしたなら

ばそれは意味がないことであるが、ここでは新たなスキームを稼働させる上で重要な資金

となり、小さなリスクでまちづくり会社をスタートさせることを助けている。その結果、

A街区だけで開業前には400万円にすぎなかった固定資産税（建物のみ）が、開業後は3,600
万円まで伸び、法人税等を併せると開発のために投じられた補助金を大幅に上回る税収を

挙げている29。今後、丸亀町商店街振興組合では 7 街区すべての完成時には年間 10 億円の

納税増額を見込んでおり、単純に考えれば、補助金が投資資金となってその元金のみなら

ず利回りを上乗せして公的部門に返還される計算である。 

                                                 
28 紙幅の都合上、詳細を記述することはできないが、この診療所では階上にある住宅を病棟に見立

て、クリニックの医師たちが必要に応じて回診するユニークな取り組みを進めている。高齢者が住

み慣れた地域で暮らし続けることを実現するための取り組みの 1 つである。 
29 高松丸亀町商店街振興組合事業説明資料参照。 
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前章まででも議論されてきたとおり、未曾有の超高齢社会では都市が果たす役割は増し

ている。これまでもタウンマネジメントの重要性は指摘されてきたものの機能してこなか

ったことが指摘されているが、今回の事例をみる限り、地域特性を考慮した民間のまちづ

くり会社のもとで一元的にマネジメントされる仕組みは今後の都市再編成において有益な

手法の 1 つと考えられる。 
 
*なお、事例研究に際し、株式会社まちづくりカンパニー・シープネットワーク 西郷真理子氏、三

井不動産株式会社 椎名一博氏、高松丸亀町商店街振興組合 古川康造氏にご協力頂いている。深く

感謝申し上げたい。 
 
【参考文献】  
秋山弘子[2011]「高齢者の視点からの超高齢社会における社会インフラの再構築に向けて」『技術と

経済』、通巻 538 号、pp.18-28。 
経済産業省[2008]「不動産の所有と利用の分離とまちづくり会社の活動による中心商店街区域の再

生について（中間とりまとめ報告書）」。 
西郷真理子[1999a]「高松丸亀町再開発の目的と手法」『再開発研究』、No.25、pp.55-62。 
西郷真理子 [1999b]「定期借地権の活用と中心市街地活性化」『住まいとまち』、107、pp.12-15。 
千葉大学予防医学センター編[2010]『長生きできる街づくり－若者や子供たち、未来世代に贈るTOP
構想』株式会社 PHP パブリッシング。 

東京大学高齢社会総合研究機構[2010]『2030 年超高齢未来』東洋経済新報社。 
Yoneyam,T. et al. [1999]“Oral care and pneumonia”, Lancet,345, 515. 
Yoshino, A. et al. [2001] “Daily oral care and risk factors for pneumonia among elderly nursing 

home patients.”,JAMA, 286,pp.2235-2236. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



－ 63－

NIRA まちなか集積医療の実現に関する研究会 

 
 

研究体制 

酒向 正春  デンマーク国立オーフス大学脳神経病態生理学研究所客員教授 
        （世田谷記念病院副院長／前初台リハビリテーション病院脳卒中診療科長） 
武田 俊彦  厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室長 
中川 雅之  日本大学経済学部教授 
長谷川敏彦   日本医科大学医療管理学教室主任教授 

 
NIRA 
神田 玲子  研究調査部長 
豊田 奈穂  研究調査部主任研究員 
斉藤 徹史  研究調査部主任研究員 



  

NIRA とは 
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